
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一
、
新
た
に
策
定
す
る
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
実
効
性
あ
る
具
体
的
な
指
標
を
示
す
と
と
も
に
、
毎
年
度

の
進
捗
状
況
の
公
表
や
中
間
年
で
の
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
国
土
調
査
事
業
に
係
る
所
要
の
予
算
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
国
と
地
方
の
管
理
を
問
わ
ず
、
官
民
境
界
確
定
に
関
し
て
は
、
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
に
お
け
る
基
盤
地
図
情

報
の
整
備
に
つ
い
て
の
国
の
役
割
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
。

三
、
地
籍
調
査
の
推
進
の
た
め
民
間
委
託
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
民
間
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
・
透
明

な
制
度
運
用
に
十
分
留
意
す
る
と
と
も
に
、
制
度
の
悪
用
を
防
止
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
不
動
産
登
記
の
ほ
か
、
固
定
資
産
税
、
林
政
、
公
共
事
業
等
の
関
係
部
局
と
の
緊
密
か
つ
適
切
な
連
携
に
よ
り
、
国
土
調

査
の
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

五
、
国
民
の
国
土
調
査
へ
の
理
解
と
協
力
を
一
層
得
ら
れ
る
よ
う
、
よ
り
効
果
的
な
周
知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


